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令和５年（２０２３年）１２月 

保護者の皆様へ  

                    札幌市立琴似中学校   

                                               校長   三浦英悟   

 

「冬休みの生活について」 ご理解とご協力のお願い 
 

 本格的な寒さを感じる季節になりました。保護者の皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

また、平素より本校の教育にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

 さて、学校も冬休みに向けて準備を進めております。冬休みは、お子さんが自分の生活を見つめ直し、様々な

ことに取り組める良い機会です。年末年始を迎え、この１年を振り返り、新しい年への目標を立てるためにも最

適な時期といえます。３学期の学校生活の学習や生活の計画をしっかりと立て、規則正しい生活を送ってほしい

です。また、冬期間は道路の見通しが悪く、交通事故が多発する時期でもあります。道路を横断する時は十分気

をつけるとともに、除雪状態が悪い道を通るときは車との接触事故にも注意が必要です。スキーやスノーボード

など冬のスポーツに伴う事故等についても十分注意して、充実した冬休みになるように各家庭でも配慮をお願い

致します。 
お子さんにはプリントを配布する際に指導しますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

１．外 出 

   （１）交通ルールを守り、事故にあわないように注意する。 
    ※積雪・凍結路面時の自転車の乗車は禁止する。 

   （２）外出時刻は午後７時までとし、それ以外は保護者同伴とする。 

       ※冬は暗くなるのが早いので、帰宅時刻も早めにしてください。 
※通塾（習い事）を除く。通塾（習い事）の際にも明るい人通りの多いところを通るようにする。 

（状況に応じて、お迎えなど、適切な対処をお願いします） 

   （３）中学生らしい服装で外出し、必ず生徒手帳（身分証明証）を持つこと。 

   （４）見知らぬ人に声をかけられても話に応じない。（不審者対応に従い適切に対処する） 

   （５）事故に遭遇した場合は、すぐ警察に連絡〔１１０番通報〕し、その後学校に連絡する。 

 

  ２．映画・観劇・催し物 

   （１）帰宅時刻を考えて、できるだけ早い時刻に入館するようにする。保護者の同伴が望ましい。 

   （２）テレビ出演などは保護者同伴が望ましい。 

 

  ３．スキー・スノーボード・スケート等 

   （１）スキー・スノーボード・スケートなどは複数で行くこと。また，無謀な行動は絶対に慎むこと。 
  （２）スキー場やスケート場ではルールやマナーを守って行動をすること。 

 

  ４．遊戯施設 

   （１）ゲームセンターや大人の遊技場への出入りを禁止する。 

   （２）カラオケ店への出入り、インターネットカフェ、マンガ喫茶の利用については、保護者、または       

これに準ずる者の同伴とする。 

 

 ５．ケータイ・スマートフォン等のインターネット利用 

  （１）迷惑メール・詐欺メールに充分注意すること。絶対に転送しない。 

   （２）出会い系サイトにアクセスしない。サイトを通じて知り合った人と絶対に会わない。 

   （３）インターネット（ＬＩＮＥ・ブログ・掲示板・ＳＮＳなど）に個人情報（含む写真）や悪口などの書き

込みはしない。 

 （４）違法サイトから音楽や映像をダウンロードしない。 
 

  【自分の身は自分で守る。人に迷惑をかけない。困った時は相談する。】 
上記３点を基本に、学校では情報モラル教育を進めております。 
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 ６．遊び・交友 

   （１）他人に迷惑をかける遊びや危険なことはさけ、常に安全に心がける。 

   （２）外泊は親戚の家のみとし、それ以外は禁止する。 

         ※中学生の友人同士の外泊は、飲酒、喫煙等の原因になりかねません。友人宅への外泊は絶対にしない。       
（３）友人同士の金銭の貸し借り、物の売り買いはしない。 

   （４）年末年始の外出は、特に人出が多いので，トラブルに巻き込まれないよう十分に注意すること。 
また帰宅時刻を家の人に必ず伝えること。 

 

  ７．その他 

   （１）事故等が起こった場合には、必ず学校に連絡する。 
    ※琴似中学校 ℡６１１－１３５１（１２／２９～１／５と土日は、不通）                                
     ※不審者については、まず警察に連絡〔１１０番通報〕し、その後学校にも連絡してください。       
  （２）会合、各種校外グループ活動への参加は、保護者の承認を得てください。 

（３）アルバイトは保護者の承認を得て学校の証明を受けてください。 

   （４）心得にある「保護者又はこれに準ずる者」の「これに準ずる者」とは責任のもてる成人をさします。                                                                                     
                 
 
 

各施設への出入りについて 

 
 

    施設名 

 

       

      生徒同士で可         

 

 必ず保護者同伴 

 

 

  出入り禁止 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

      

     保護者同伴が望ましい 

  カラオケ店         ○  

  マンガ喫茶         ○  

  ネットカフェ         ○  

  ゲームセンター          ○ 
   

ゲームコーナー 
 
 

 
 

 
 

西区内の中学校
では、利用は禁
止しています。 
 

  スキー      ○    

  ボウリング      ○    

  プール      ○    

  飲食店      ○    

  映画        ○   

  演劇        ○   

  催し物への出演        ○   

※ゲームコーナーにつきましては、保護者同伴でも利用しないようご協力をお願い致します。 

 

保護者の承認と学校の許可 アルバイト       

     

      

      

保護者の承認 会合、校外グループ活動への参加 

禁止事項 

 

生徒単独又は複数による親戚宅以外の外泊、生徒同士の金

銭の貸し借り、河川での危険な遊び，公園などでの危険な

遊び 

※この心得は札幌市学校教護協会から出されている「校外生活の目安」を参考に作成しています。           


